
資料７ 

国際環境協力を進める上で配慮すべき事項（案） 

 

 

１．配慮事項（案） 

○ それぞれの環境協力についての成果の重視とともに、投入する人力や資

金の効率性の確保 

○ 特定の利害関係者への利益供与や基本的人権の侵害など、社会正義に反

することのないような公正性の確保 

○ それぞれの国・地域の文化の多様性への対応 

○ 十分な情報の提供と、意見交換、提案の機会創出による国民各層の広範

な参加 

○ 透明性を確保し、利害関係者との対話に基づく合意形成を図ること 

 

2.配慮事項（案）に係る考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果の重視 

「政策評価法」の制定 

国民的視点に立った成果重視の行政への転換

我が国の環境支援のレビュー（注 1） 

環境の改善という観点からすると思うほど効果が

あがっていない。 

我が国の環境協力への提言（注 2） 

環境 ODA 推進戦略として成果重視（成果に着
目することによって、目標の明確化、効率的・効

果的協力に寄与） 

効率性の確保「ODA 大綱」 
ODA の戦略性、機動性、透明性とともに、効率
性が重視されている。また、「効果的な実施のた

めに必要な事項」として、ODA の実施にあたっ

て、質や価格面において適正かつ効率的な調達

が行われるように努めることがあげられている。 

政策評価の観点 

投入された資源量に見合った結果が得られるか

といった観点からの評価の必要。 

注 1：「持続可能な発展に向けた環境支援戦略検討会報告書」平成 14 年 3 月 

注 2：「第 2 次環境分野別援助研究会報告書」2001 年 8 月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公正性の確保

「ODA 大綱」（基本方針） 
社会弱者の状況、開発途上国内における貧富

の差を考慮し、ODA の実施が開発途上国の社
会面に与える影響に十分注意を払い、公平性の

確保を図る。 

政策評価の観点 

政策の目的に照らして、政策の効果の受益や費

用の負担が公平に分配されるか、又は実際に分

配されているかといった観点からの評価の必要。

多様性への対応

アジアという地域特性から 

アジアの地域環境管理を目標とするなら、社会

体制、経済水準、文化の各面でのアジアの多様

性に対応したものであるべき。 

開発途上国の一層の多様化（注 3） 

開発途上国の中でも、急激な経済成長を遂げて

いる地域とそれに取り残された地域など、状況が

一層多様化している。 

国民各層の広範

な参加 ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ間の連携強化のための提言（注 4）

どの関係主体にとっても参加の機会はさらに拡

大されるべき。また、それぞれの関係主体が自ら

の役割を十分に理解した上で、持続可能な開発

に関する活動に参加することも重要。 

現「あり方」（基本的考え方） 

環境保全対策は住民の生活と係るものであり、

住民の理解と協力なしには十分な効果をあげに

くい。また、日本においても国民各層がそれぞれ

の立場で国際協力に参加していく必要がある。 

注 3：「環境における国際的寄与・参加のあり方報告書」平成 12 年 6 月 

注 4：「APFED 最終報告書」2004 年 12 月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

透明性の確保
「政策評価法」の制定 

国民に対する行政の説明責任の徹底の必要性 

「情報公開法」の施行 

行政としての情報公開と透明性の確保の責務 

パートナーシップの観点から 

パートナーシップで協力をすすめていくために

は、関係国、関係主体間の合意が基本となる。 

対話に基づく合意

形成 


